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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信アンテナからの送信電波の反射波を複数の受信アンテナの各々で受信して各受信信
号間の位相差に基づいて前記電波を反射した物標の方位を検出する方位検出装置に用いら
れ、前記送信アンテナ及び前記複数の受信アンテナを備えたアンテナ装置であって、
　前記送信アンテナは、予め設定された配列方向に沿って所定の送信側配置間隔を隔てて
配置された複数の送信側単位アンテナからなり、
　前記複数の受信アンテナは、それぞれ、前記配列方向に沿って所定の配列間隔で配列さ
れていると共に、該各受信アンテナの各々は、前記配列方向に沿って所定の受信側配置間
隔を隔てて配置された複数の受信側単位アンテナからなり、
　前記受信側配置間隔は前記送信側配置間隔よりも大きく、
　前記送信アンテナの指向性と前記受信アンテナの指向性とを合成したものを送受信合成
特性として、
　前記送受信合成特性は、少なくとも予め設定された所定の検出角度範囲全体をメインロ
ーブに含み、
　少なくとも前記検出角度範囲全体において、前記検出角度範囲内の任意の角度での前記
送受信合成特性の前記メインローブの強度と、グレーティングによってその角度に折り返
されることによりその角度において偽像として生じる前記送受信合成特性の強度との比が
、所定の閾値以上となるように、前記送信側配置間隔及び前記受信側配置間隔がそれぞれ
設定されており、
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　前記送信アンテナ及び前記各受信アンテナは、いずれも、誘電体基板の両面のうち同じ
一方の面上にストリップ導体にて形成されており、
　更に、その同じ一方の面上に、送信側給電線及び受信側給電線がストリップ導体にて形
成され、前記送信アンテナに対しては前記送信側給電線から、前記受信アンテナに対して
は前記受信側給電線から、それぞれ給電が行われるよう構成されている
　ことを特徴とするアンテナ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のアンテナ装置であって、
　前記送信アンテナを構成する前記各送信側単位アンテナ、及び前記受信アンテナを構成
する前記各受信側単位アンテナは、前記配列方向と直交する方向に配列された複数の放射
素子からなる
　ことを特徴とするアンテナ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ターゲットの方位を検出するレーダ装置に適用するアンテナ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、送信アンテナから放射されてターゲットに反射して戻ってくる反射波を、複数の
（複数チャンネルの）受信アンテナで受信し、各受信アンテナで受信されたチャンネル毎
の受信信号の位相差からターゲットの方位を検出する、いわゆる位相モノパルス方式のレ
ーダ装置が知られている。
【０００３】
　しかし、位相差を利用して方位を検出する場合、位相差ΔφとΔφ±３６０ｎ°（ｎは
自然数）とを識別できないことに基づく、いわゆる位相の折り返し（グレーティング）が
発生する。そのため、その位相折り返しにより生じる偽像により、位相差が３６０°変化
する範囲（例えば、－１８０°＜Δφ≦１８０°となる方位角の範囲）より外に位置する
ターゲットがその範囲内に位置するものとして誤検出されてしまう。
【０００４】
　これに対し、位相折り返しによる誤検出を防ぐ方法が種々提案されている。例えば特許
文献１には、複数の受信アンテナの間隔を不等間隔とすることでグレーティングを抑圧す
る技術が記載されている。また、特許文献２には、複数の受信アンテナにおいて、各々の
受信アンテナを構成するアレーを隣接する受信アンテナと共用する技術が記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－３２３１４号公報
【特許文献２】特開２００９－７６９８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の技術では、受信アンテナを不等間隔で配置するが故に、特
定条件下で意図しない不要波が発生するという問題がある。また、特許文献２に記載の技
術では、受信アンテナを構成する複数のアレーの一部を隣接する他の受信アンテナと共用
しているため、隣接する受信アンテナ相互間のアイソレーションが悪化する。しかも、ア
レーの一部を共用する構成であるため、アンテナの設計・製作が複雑化してしまう。
【０００７】
　尚、位相折り返しによる誤検出を防ぐためには、一般に、各チャンネルの受信アンテナ
の間隔を狭くすればよい。一方、検出可能な方位角の分解能という観点では、受信アンテ
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ナ全体の幅は広い方がよい。しかし、高い分解能を実現しつつ位相折り返しによる誤検出
の抑制を実現するためには、受信アンテナの数（チャンネル数）を多くする必要があり、
コスト的に大きな問題となる。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、簡単（低コスト）な構成で、少なくとも
方位の検出対象の角度範囲である検出角度範囲内では位相折り返し（偽像）の影響を抑制
して高精度の方位検出を行うことが可能なアンテナ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた本発明は、送信アンテナからの送信電波の反射波を
複数の受信アンテナの各々で受信して各受信信号間の位相差に基づいて電波を反射した物
標（ターゲット）の方位を検出する方位検出装置に用いられ、送信アンテナ及び複数の受
信アンテナを備えたアンテナ装置である。
【００１０】
　送信アンテナは、予め設定された配列方向に沿って所定の送信側配置間隔を隔てて配置
された複数の送信側単位アンテナからなる。また、複数の受信アンテナは、それぞれ、上
記配列方向に沿って所定の配列間隔で配列されていると共に、各受信アンテナの各々は、
上記配列方向に沿って所定の受信側配置間隔を隔てて配置された複数の受信側単位アンテ
ナからなる。そして、受信側配置間隔は送信側配置間隔よりも大きい。
【００１１】
　一般に、レーダ装置を構成するアンテナ装置の特性を評価する際は、送信アンテナの指
向性（利得）と受信アンテナの指向性（利得）とを合成した送受信合成特性（送受信合成
利得）を用いることが多い。そして、位相折り返しによる偽像の影響を抑制するための設
計上のアプローチとしては、従来、検出角度範囲外の送受信合成利得をいかに下げるか（
つまり偽像のレベルをいかに下げるか）ということに重点が置かれることが一般的であっ
た。
【００１２】
　これに対し、本発明者らは、検出角度範囲内における任意の角度において、多少の偽像
があっても、その角度における本来の送受信電波（以下「所望波」とも言う）の送受信合
成利得がその偽像に対して相対的に大きければ偽像の影響を抑えられる、ということに着
目した。つまり、偽像のレベルを抑えることに固執するのではなく、所望波と偽像との相
対関係（比率）に着目し、これを大きくすればよい、ということに着目した。
【００１３】
　尚、以下の説明では、検出角度範囲内における任意の角度において位相折り返し（偽像
）により生じる送受信合成利得については、説明の便宜上、その角度において上記所望波
とは別の仮想の電波が送受されることによってその送受信合成利得が生じるものとして説
明する。そして、その仮想の電波を、以下「不要波」と言う。
【００１４】
　本来望まれる電波（所望波）と望まれない電波（不要波）との比率は、一般に、ＤＵ比
（Desired to Undesired Signal ratio ）として知られており、このＤＵ比が大きくなる
ようなアンテナ装置を実現できれば、位相折り返しの影響を抑えることができる。
【００１５】
　そして、ＤＵ比を大きくする方法として、本発明者らは、受信アンテナの指向性を絞る
（ビーム幅を全体的に細く絞る）ことによって検出角度範囲外の送受信合成利得を下げ、
逆に送信アンテナの指向性を広げる（ビーム幅を全体的に太く広げる）ことによって検出
角度範囲内の送受信合成利得を上げることができ、これによりＤＵ比を大きくできるとい
うことに着目した。
【００１６】
　そして、それを実現すべく、まず受信アンテナについては、各受信アンテナをいずれも
、受信側配置間隔で配置された複数の受信側単位アンテナによって構成する。つまり、複
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数の受信側単位アンテナが受信側配置間隔で配置されることによって１つの受信アンテナ
が構成されており、さらに、その受信アンテナが所定の配列間隔で複数配列されている。
そして、受信アンテナを構成する各受信側単位アンテナの間隔（受信側配置間隔）を、送
信アンテナを構成する各送信側単位アンテナの間隔（送信側配置間隔）よりも大きくする
。
【００１７】
　受信側配置間隔を大きくするほど、受信アンテナのビーム幅を細く絞ることができ、ま
た、送信側配置間隔を小さくするほど、送信アンテナのビーム幅を広げることができ、こ
れにより、送受信合成利得について、メインビームをより高利得化でき、逆にサイドロー
ブをより低利得化できる。
【００１８】
　そのため、例えばメインビーム内の所定の角度範囲を検出角度範囲とすれば、その検出
角度範囲内において高いＤＵ比を得ることができる。
　従って、本発明のアンテナ装置によれば、簡単（低コスト）な構成で、少なくとも方位
の検出対象の角度範囲である検出角度範囲内では位相折り返し（偽像）の影響を抑制して
高精度の方位検出を行うことができる。
【００１９】
　そして、上述した各配置間隔は、次のように設定するとよい。即ち、送信アンテナの指
向性と受信アンテナの指向性とを合成したものを送受信合成特性として、この送受信合成
特性は、少なくとも予め設定された所定の検出角度範囲全体をメインローブに含み、少な
くとも検出角度範囲全体において、この検出角度範囲内の任意の角度での送受信合成特性
のメインローブの強度と、グレーティングによってその角度に折り返されることによりそ
の角度において偽像として生じる送受信合成特性の強度との比（即ちＤＵ比）が、所定の
閾値以上となるように、送信側配置間隔及び受信側配置間隔がそれぞれ設定されている。
【００２０】
　このように構成されたアンテナ装置によれば、少なくとも検出角度範囲内においてＤＵ
比が所定の閾値以上であるため、少なくとも検出角度範囲内においては偽像の影響を確実
に抑えることができ、レーダ装置に適用した場合に偽像に起因する誤検出を確実に抑える
ことが可能となる。
【００２１】
　次に、本発明のアンテナ装置は、送信アンテナ及び各受信アンテナが、いずれも、誘電
体基板の両面のうち同じ一方の面上にストリップ導体にて形成されており、更に、その同
じ一方の面上に、送信側給電線及び受信側給電線がストリップ導体にて形成されている。
そして、送信アンテナに対しては送信側給電線から、受信アンテナに対しては受信側給電
線から、それぞれ給電が行われるよう構成されている。
【００２２】
　各アンテナと給電線路とが誘電体基板における同一面上に形成された構成では、給電線
路からの不要放射の影響によって、各アンテナのサイドローブが大きくなり、これにより
サイドローブ側の送受信合成利得が大きくなってしまう。
【００２３】
　このような場合、従来のような単にサイドローブのレベルをいかに下げるかというアプ
ローチだけでは所望の検出角度範囲内でのＤＵ比を大きくするのは困難だが、本発明では
、相対的に受信側配置間隔を送信側配置間隔よりも大きくするという技術思想によって結
果としてＤＵ比を大きくすることができる。そのため、上記のようにアンテナと給電線路
とが誘電体基板における同一面上に形成された構成であっても、位相折り返しの影響を抑
制して高精度の方位検出を行うことができる。
【００２４】
　次に、本発明のアンテナ装置は、送信アンテナを構成する各送信側単位アンテナ、及び
受信アンテナを構成する各受信側単位アンテナが、上記配列方向と直交する方向に配列さ
れた複数の放射素子からなる。
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【００２５】
　このように、送信側及び受信側の各単位アンテナをそれぞれ、複数の放射素子を上記配
列方向（以下「アンテナ配列方向」ともいう）と直交する方向（以下「素子配列方向」と
もいう）に配列することにより構成することで、送受信指向性をより絞り込むことができ
る。即ち、アンテナ配列方向と素子配列方向を含む平面（つまり各放射素子が配置されて
いる面であり、以下「素子配置面」ともいう）に垂直な平面であって且つ素子配列方向と
平行な平面を配列方向垂直面として、この配列方向垂直面の指向性をより絞り込むことが
できるのであり、より具体的には、この配列方向垂直面の指向性における素子配置面の法
線方向の指向性（利得）を最も強くし、逆にその法線方向との角度差が広がるほど（即ち
素子配置面との成す角度が小さくなるほど）指向性を弱くすることができる。そのため、
例えば上記法線方向を含む所定の角度範囲内からの電波のみ良好に受信できればよくて逆
にその角度範囲外からの電波の受信は抑えたいような場合、上記構成のアンテナであれば
、上記角度範囲外からの不要な電波を抑えることができるため、特に有効である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施形態のアンテナ装置の概略構成を表す構成図である。
【図２】実施形態のアンテナ装置において実現される、位相折り返し（偽像）の影響を抑
制する方法を説明するための説明図である。
【図３】実施形態のアンテナ装置において実現される、位相折り返し（偽像）の影響を抑
制する具体的方法を説明するための説明図である。
【図４】実施形態のアンテナ装置の各種特性例を表す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１に、本実施形態のアンテナ装置１の概略構成を示す。アンテナ装置１は、位相モノ
パルス方式の車載レーダ装置（方検出装置）に用いられるものであり、主として、送信ア
ンテナ３０と、複数（本実施形態では２つ）の受信アンテナ１０，２０とを備えてなるも
のである。各受信アンテナ１０，２０はそれぞれ、異なる受信チャネル（１チャネル及び
２チャネル）を構成する。
【００２８】
　尚、位相モノパルス方式の車載レーダ装置の具体的構成や動作については従来知られて
いるため、その詳細説明及び図示は省略するが、概要のみ簡単に説明する。
　本実施形態のアンテナ装置１が用いられる車載レーダ装置は、ミリ波帯（例えば７６Ｇ
Ｈz～７７ＧＨz）の高周波信号を発生させる高周波信号発生部と、この高周波信号発生部
にて生成された高周波信号を電力分配して、アンテナ装置１における送信アンテナ３０へ
供給する送信信号と後述する受信回路部へ供給するローカル信号とを生成する送信回路部
とを備えている。このうち送信アンテナ３０へ供給される送信信号が、送信アンテナ３０
から電波にて車両前方へ送信される。
【００２９】
　また、車載レーダ装置は、アンテナ装置１における各受信アンテナ１０，２０にて受信
され受信信号（即ち送信アンテナ３０から送信されて車両前方のターゲットにて反射され
た反射波）に上記ローカル信号を混合することによって各受信アンテナ１０，２０からの
受信信号毎（チャネル毎）にビート信号を生成する受信回路部と、この受信回路部にて生
成された各チャネルのビート信号の位相差等に基づいて、レーダ波（送信電波）を反射し
たターゲットに関する情報（方位、相対速度，距離等）を求める信号処理部とを備えてい
る。
【００３０】
　尚、このような機能を有する送信回路部及び受信回路部は周知のものであり、いずれも
１チップのＭＭＩＣ（モノリシックマイクロ波集積回路）として構成されている。
　アンテナ装置１は、図１に示すように、誘電体基板５の両面のうち一方の面に、２つの
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受信アンテナ１０，２０及び送信アンテナ３０が形成されてなるものである。各受信アン
テナ１０，２０及び送信アンテナ３０は、いずれも、ストリップ導体にて形成されている
。尚、誘電体基板５の他方の面には、導体からなる接地板が形成されている。
【００３１】
　送信アンテナ３０は、４つの送信側単位アンテナ３１，３２，３３，３４が水平方向（
本発明の配列方向に相当）に沿って所定の送信側配置間隔Ｄｔを隔てて配置されて構成さ
れている。
【００３２】
　各送信側単位アンテナ３１，３２，３３，３４のうち受信アンテナ２０に最も近い位置
にある送信側単位アンテナ３１は、矩形状の放射素子３１ａが、水平方向と直交する垂直
方向に沿って所定間隔で複数配列されて構成されている。つまり、この送信側単位アンテ
ナ３１は、複数の矩形状の放射素子３１ａが垂直方向にアレー状に配列されてなるマイク
ロストリップアレーアンテナとして構成されている。
【００３３】
　矩形状の放射素子３１ａは、いずれも、その長辺方向が垂直方向に対して所定の角度だ
け傾斜した状態となるように配置されている。
　他の３つの送信側単位アンテナ３２，３３，３４についても、上述した送信側単位アン
テナ３１と全く同じ構成であり、上述した送信側単位アンテナ３１から送信側配置間隔Ｄ
ｔ隔てて隣接配置された送信側単位アンテナ３２は、複数の矩形状の放射素子３２ａが垂
直方向にアレー状に配列されてなるマイクロストリップアレーアンテナとして構成され、
この送信側単位アンテナ３２からさらに送信側配置間隔Ｄｔ隔てて隣接配置された送信側
単位アンテナ３３は、複数の矩形状の放射素子３３ａが垂直方向にアレー状に配列されて
なるマイクロストリップアレーアンテナとして構成され、この送信側単位アンテナ３３か
らさらに送信側配置間隔Ｄｔ隔てて隣接配置された送信側単位アンテナ３４（つまり受信
アンテナから最も離れている送信側単位アンテナ）は、複数の矩形状の放射素子３４ａが
垂直方向にアレー状に配列されてなるマイクロストリップアレーアンテナとして構成され
ている。
【００３４】
　そのため、これら４つの送信側単位アンテナ３１，３２，３３，３４全体の幅（水平方
向の幅。以下「送信アンテナ幅」と言う。）Ｄｗは、各送信側単位アンテナの配置間隔で
ある送信側配置間隔Ｄｔの３倍となる。
【００３５】
　そして、この送信アンテナ３０を構成する４つの送信側単位アンテナ３１，３２，３３
，３４は、送信側給電線路３５ａ、３５ｂを介して送信側給電点３５に接続されている。
より詳しくは、この送信側給電点３５は、この送信アンテナ３０における、垂直方向の略
中間位置に位置しており、この送信側給電点３５から、上方（図１中上方向）へ送信側給
電線路３５ａが延設されてこの送信側給電点３５より上方に位置する各放射素子３１ａ，
３２ａ，３３ａ，３４ａに接続（即ち各送信側単位アンテナ３１，３２，３３，３４に接
続）されていると共に、この送信側給電点３５から、下方（図１中下方向）にも送信側給
電線路３５ｂが延設されてこの送信側給電点３５より下方に位置する各放射素子１１ａ，
１２ａに接続されている。
【００３６】
　一方、各受信アンテナ１０，２０は、水平方向に沿って所定の配列間隔Ｄｄで配列され
ている。
　そして、各受信アンテナ１０，２０のうち送信アンテナ３０から遠い位置にある一方の
受信アンテナ１０（受信チャネル：１チャネル）は、２つの受信側単位アンテナ１１，１
２が水平方向に沿って所定の受信側配置間隔Ｄｒを隔てて配置されて構成されている。
【００３７】
　この１つの受信アンテナ１０を構成する２つの受信側単位アンテナ１１，１２は、いず
れも同じ構成であって、一方（送信アンテナ３０から遠い位置にある方）の受信側単位ア
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ンテナ１１は、矩形状の放射素子１１ａが垂直方向に沿って所定間隔で複数配列されて構
成されている。つまり、この受信側単位アンテナ１１は、複数の放射素子１１ａが垂直方
向にアレー状に配列されてなるマイクロストリップアレーアンテナとして構成されている
。矩形状の放射素子１１ａは、そして、いずれも、その長辺方向が垂直方向に対して所定
の角度だけ傾斜した状態となるように配置されている。
【００３８】
　つまり、この受信側単位アンテナ１１は、送信アンテナ３０を構成する各送信側単位ア
ンテナ３１，３２，３３，３４と同じ構成である。但し、このように受信側と送信側とで
単位アンテナを同じ構成とするのは必須ではなく、異なる構成としてもよい。
【００３９】
　もう一方の受信側単位アンテナ１２についても同様の構成であり、複数の矩形状の放射
素子１２ａが垂直方向にアレー状に配列されてなるマイクロストリップアレーアンテナと
して構成されている。
【００４０】
　そして、この受信アンテナ１０を構成する２つの受信側単位アンテナ１１，１２は、受
信側給電線路１５ａ，１５ｂを介して第１の受信側給電点１５に接続されている。より詳
しくは、この第１の受信側給電点１５は、この受信アンテナ１０における、垂直方向の略
中間位置に位置しており、この受信側給電点１５から、上方（図１中上方向）へ受信側給
電線路１５ａが延設されてこの受信側給電点１５より上方に位置する各放射素子１１ａ，
１２ａに接続されていると共に、この受信側給電点１５から、下方（図１中下方向）にも
受信側給電線路１５ｂが延設されてこの受信側給電点１５より下方に位置する各放射素子
１１ａ，１２ａに接続されている。
【００４１】
　他方の受信アンテナ２０（受信チャネル：２チャネル）についても全く同様の構成であ
り、２つの受信側単位アンテナ２１，２２が水平方向に沿って受信側配置間隔Ｄｒを隔て
て配置されて構成されている。各受信側単位アンテナ２１，２２の具体的構成およびこれ
らに接続された各給電線路２５ａ，２５ｂの構成は、上述した一方の受信アンテナ１０を
構成する各受信側単位アンテナ１１，１２と全く同じであるため、その詳細説明は省略す
る。
【００４２】
　また、上記各給電線路１５ａ，１５ｂ，２５ａ，２５ｂ，３５ａ，３５ｂも、誘電体基
板５の一方の面、即ち各受信アンテナ１０，２０及び送信アンテナ３０が形成されている
面と同一の面において、各受信アンテナ１０，２０及び送信アンテナ３０と同様、ストリ
ップ導体にて形成されている。
【００４３】
　このように構成されたアンテナ装置１は、車載レーダ装置を構成する構成要素（モジュ
ール）として車載レーダ装置に搭載されている。そして、その車載レーダ装置は、アンテ
ナ装置１における垂直方向（各放射素子の配列方向）が車両の上下方向となるよう、且つ
、アンテナ装置１における水平方向（各単位アンテナの配列方向）が車両の左右方向（即
ち地面に平行であって車両前方方向と直交する方向）と一致するように、車両の前端側に
取り付けられ、使用される。
【００４４】
　そして、本実施形態のアンテナ装置１における、最も特徴的構成は、送信アンテナ３０
を構成する各送信側単位アンテナ３１，３２，３３，３４の間隔である送信側配置間隔Ｄ
ｔと、受信アンテナ１０（２０）を構成する各受信側単位アンテナ１１，１２（２１，２
２）の間隔である受信側配置間隔Ｄｒとの関係にある。
【００４５】
　具体的には、本実施形態では、上記三者が次式（１）に示すような大小関係となるよう
に構成されている。
　Ｄｒ＞Ｄｔ　・・・（１）
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　上記式（１）の条件（大小関係）を満たすようにアンテナ装置１が構成されていること
で、このアンテナ装置１を車載レーダ装置において用いた場合に、ターゲットの方位等を
高精度に検出すべき所定の検出角度範囲内において、位相折り返し（グレーティング）に
よる偽像の影響を抑圧して誤検出を防ぐことができる。
【００４６】
　尚、受信側配置間隔Ｄｒと送信アンテナ幅Ｄｗとの関係については、本実施形態では、
次式（２）を満たすように構成されている。
　Ｄｒ＜Ｄｗ　・・・（２）
　ここで、上記式（１）を満たすよう構成することによって検出角度範囲内において偽像
の影響（誤検出）を抑制できることについて、図２、図３を用いて説明する。
【００４７】
　図２は、本実施形態のアンテナ装置１と同じ構成（但し各間隔Ｄｒ、Ｄｔは任意）のア
ンテナ装置における指向性の一例を示すものである。図２では、アンテナ装置の指向性と
して、送信アンテナの指向性（図中一点鎖線）と、受信アンテナ（例えば１チャネルの受
信アンテナ）の指向性（図中破線）と、これら送信アンテナ及び受信アンテナの各指向性
（利得）を合成した指向性である送受信合成指向性（図中実線）とを示している。
【００４８】
　そして、車両前方を水平方向における方位０°として、この方位０°を中心とする車両
左右方向の所定の方位角の範囲が、ターゲットを高精度に検出すべき検出角度範囲として
設定されている。
【００４９】
　検出角度範囲内において、位相折り返しによる偽像の影響を抑圧してターゲットの方位
を精度良く検出できるようにするためには、理想的には偽像そのものが生じないようにで
きればよいが、現実的にはそれは不可能に近い。
【００５０】
　一方、検出角度範囲内の任意の角度において、多少の偽像は生じたとしても、その角度
における本来の送受信電波（所望波）の送受信合成利得がその偽像に対して相対的に大き
ければ、偽像の影響を抑えられる。即ち、その角度において偽像を生じさせる仮想の送受
信電波（偽像としてその角度に折り返される送受信電波）である不要波の絶対的レベルは
多少あっても、その不要波に対して所望波のレベルが相対的に大きければ、結果的に偽像
の影響を抑えることができる。
【００５１】
　つまり、所望波と不要波の比率であるＤＵ比を大きくすることができれば偽像の影響を
抑えることができるのであって、本実施形態のアンテナ装置１は、検出角度範囲内におけ
るＤＵ比をいかに大きくすることができるかという観点で設計されている。
【００５２】
　検出角度範囲内におけるＤＵ比を大きくするためには、図２に示すように、送受信合成
利得について、検出角度範囲内においては送受信合成利得をできるだけ上げたく、逆に検
出角度範囲外においては送受信合成利得をできるだけ下げたい。そうすれば、たとえ検出
角度範囲外のある角度における送受信合成利得がグレーティングによって検出角度範囲内
のある角度に偽像として折り返されたとしても、その偽像による送受信合成利得（不要波
の送受信合成利得）をその角度における本来の送受信合成利得（所望波の送受信合成利得
）よりも相対的に十分小さくすることができ、結果として偽像の影響を抑制できる。
【００５３】
　そして、送受信合成利得について、検出角度範囲内ではより大きく、検出角度範囲外で
はより小さくなるようにするために、本実施形態では、送信アンテナ３０及び受信アンテ
ナ１０（２０）について個別にアプローチを試みている。尚、以下の説明では、特に断り
のない限り、各受信アンテナ１０，２０については代表として一方の受信アンテナ１０に
ついて説明するものとする。
【００５４】
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　即ち、図２に示すように、送信アンテナ（Ｔｘ）の指向性は、０°方向を中心とするメ
インローブを有するものの、サイドローブが一定レベルとなっている。このようにサイド
ローブが一定となっているのは、主として送信側給電線路３５ａ，３５ｂからの不要放射
に起因している。本実施形態では、各アンテナと給電線路とが共に誘電体基板５における
同一面上に形成されているため、各アンテナの指向性は給電線路からの不要放射の影響を
受ける。そのため、送信アンテナ３０の指向性のサイドローブは一定レベルとなってしま
い、これを下げることは困難である。
【００５５】
　そこで、検出角度範囲外の送受信合成利得を下げるためには、図３（ａ）に示すように
、受信アンテナ１０の指向性を全体として絞る（ビーム幅を細く絞る）ようにすればよい
。受信アンテナ１０の指向性を絞れば、検出角度範囲内の利得も若干は下がってしまうも
のの、検出角度範囲外の利得の方が相対的により大きく下がるため、結果としてＤＵ比向
上につながる。
【００５６】
　そして、受信アンテナ１０の指向性を全体的に絞るためには、受信アンテナ１０を構成
する各受信側単位アンテナ１１，１２の間隔である受信側配置間隔Ｄｒを大きくすればよ
い。受信側配置間隔Ｄｒが大きいほど受信アンテナ１０の指向性が絞られてくる。
【００５７】
　一方、検出角度範囲内の送受信合成利得を上げるためには、図３（ｂ）に示すように、
送信アンテナ３０の指向性を全体としてブロード化する（ビーム幅を広げる）ようにすれ
ばよい。送信アンテナ３０の指向性をブロード化すれば、検出角度範囲内の利得が上がる
ため、結果としてＤＵ比向上につながる。
【００５８】
　尚、図３（ｂ）に示すように、送信アンテナ３０の指向性をブロード化すると、検出角
度範囲外の利得も若干上がってしまうが、送信アンテナ３０の指向性のブロード化による
検出角度範囲外の利得上昇は、上述した、受信アンテナ１０のビームを絞ることによる検
出角度範囲外の利得低下（図３（ａ）参照）よりも小さいため、相対的には（結果として
）、検出角度範囲外の利得の低下は実現される。
【００５９】
　そして、送信アンテナ３０の指向性をブロード化するためには、送信アンテナ３０を構
成する各送信側単位アンテナ３１，３２，３３，３４の間隔である送信側配置間隔Ｄｔを
小さくすればよい。送信側配置間隔Ｄｔが小さいほど送信アンテナ３０の指向性がブロー
ド化していく。但し、ブロード化しすぎると、その分、検出角度範囲外の利得まで大きく
なってしまうため、どの程度ブロード化するか（つまり送信側配置間隔Ｄｔをどの程度小
さくするか）については、受信アンテナ１０の利得を考慮して、結果として検出角度範囲
内のＤＵ比が所望のレベル以上となるようにできればよい。
【００６０】
　そこで本実施形態では、上記式（１）の条件を満たすように、即ち、受信側配置間隔Ｄ
ｒを送信側配置間隔Ｄｔよりも大きくすることで、検出角度範囲内の送受信合成利得を検
出角度範囲外の送受信合成利得よりも相対的に大きくなるようにし、延いては検出角度範
囲内のＤＵ比が大きくなるようにしている。
【００６１】
　図４に、本実施形態のアンテナ装置１の各種特性の一例を示す。図４（ａ）は、送信ア
ンテナ（Ｔｘ）３０の指向性と、受信アンテナ（Ｒｘ）１０の指向性と、送受信合成指向
性とを示している。図４（ａ）に示すように、送受信合成指向性は、検出角度範囲全体を
メインローブに含んでいる。
【００６２】
　また、図４（ｂ）は、送受信合成利得をより細かく分析すると共に併せてＤＵ比も示し
ている。即ち、図４（ｂ）は、図４（ａ）に示した送受信合成指向性である所望波の送受
信合成指向性（図中細い実線）と、位相折り返しによって左方向から折り返されてくる偽
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像に対応した不要波Ａ（図中一点鎖線）の送受信合成指向性と、位相折り返しによって右
方向から折り返されてくる偽像に対応した不要波Ｂ（図中二点鎖線）の送受信合成指向性
と、所望波に対する各不要波Ａ，Ｂの総和の比率であるＤＵ比（図中太い実線）とを示し
ている。
【００６３】
　また、図４（ｂ）には、ＤＵ比の判定基準となるＤＵ比閾値（ｌｉｍｉｔ）が、破線で
示されている。このＤＵ比閾値は、ＤＵ比がこのＤＵ比閾値以上ならば偽像の影響を抑制
して誤検出を十分に防ぐことができるような値に設定されている。
【００６４】
　図４（ａ）に示すように、例えば検出角度範囲における一端側（右方向側）の角度Ａ１
においては、その角度Ａ１における本来の送受信合成利得（即ち所望波の送受信合成利得
）だけでなく、グレーティング（位相折り返し）による偽像の送受信合成利得も加わる。
具体的には、その角度Ａ１よりも左側における所定の角度Ｂ１の送受信合成利得が、グレ
ーティングによって角度Ａ１に折り返される。また、角度Ａ１よりも右側における所定の
角度の送受信合成利得も、グレーティングによって角度Ａ１に折り返される。
【００６５】
　そのため、角度Ａ１における送受信合成利得は、詳しくは、図４（ｂ）に示すように、
所望波の利得に、各不要波Ａ，Ｂの利得が重畳されたものとなる。
　但し本実施形態のアンテナ装置１は、上記式（１）、（２）の条件を満たすように構成
されていることから、角度Ａ１においても、ＤＵ比はＤＵ比閾値以上となっている。つま
り、本実施形態のアンテナ装置１は、検出角度範囲全体に渡って、ＤＵ比がＤＵ比閾値以
上となっている。
【００６６】
　従って、本実施形態のアンテナ装置１によれば、上記式（１）、（２）の各条件を満た
すようにするという簡単（低コスト）な構成で、少なくとも検出角度範囲内では位相折り
返し（偽像）の影響を抑制して高精度の方位検出を行うことができる。
【００６７】
　しかも、本実施形態では、各アンテナと給電線路とが誘電体基板５の同一面上に形成さ
れているため、給電線路からの不要放射の影響によってサイドローブを十分に下げること
が困難であるが、そのような構成であっても、結果としてＤＵ比を大きくすることができ
、これにより位相折り返しの影響を抑制して高精度の方位検出を行うことができる。
【００６８】
　また、各単位アンテナについて、複数の放射素子を垂直方向に配列した構成としている
ため、垂直面指向性（即ち、垂直方向に平行な面であって且つ各放射素子が形成された誘
電体基板５の板面に垂直な面の指向性）についても、誘電体基板５の板面に対する法線方
向の指向性（利得）を最も強くし、逆にその法線方向との角度差が広がるほど（即ち誘電
体基板５の板面との成す角度が小さくなるほど）指向性を弱くすることができる。そのた
め、例えば上記法線方向を含む所定の角度範囲内からの電波のみ良好に受信できればよく
て逆にその角度範囲外からの電波の受信は抑えたいような場合には、本構成のアンテナ装
置１を用いるとより効果的である。
【００６９】
　［変形例］
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の実施の形態は、上記実施形態
に何ら限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態を採り得る
ことはいうまでもない。
【００７０】
　例えば、上記実施形態では、上記式（１）、（２）を共に満たすようなアンテナ装置１
を構成したが、このうち式（１）の条件のみ満たすような構成であってもよい。但し、よ
り好ましくは、式（１）、（２）の双方を満たすように構成するのがよい。
【００７１】
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　また、受信アンテナの数（チャネル数）は２つに限定されず、３つ以上であってもよい
。１つの受信アンテナを構成する複数の受信側単位アンテナについても、上記実施形態で
は２つとしたが、３つ以上としてもよい。
【００７２】
　送信アンテナについても、上記実施形態では４つの送信側単位アンテナにより構成した
が、送信側単位アンテナの数も適宜決めることができる。但し上記式（１）、（２）を共
に満たすためには、送信側単位アンテナの数は少なくとも３つ以上とする必要がある。
【００７３】
　また、上記実施形態では、誘電体基板５における同一面上に各アンテナと給電線路が形
成されたアンテナ装置１を示したが、本発明は、各アンテナが形成されている面上に給電
線路がない場合（即ち不要放射の影響がない或いは少ない場合）であっても適用すること
ができる。
【符号の説明】
【００７４】
１…アンテナ装置、５…誘電体基板、１０，２０…受信アンテナ、１１，１２，２１，２
２…受信側単位アンテナ、１１ａ，１２ａ，２１ａ，２２ａ，３１ａ，３２ａ，３３ａ，
３４ａ…放射素子、１５，２５…受信側給電点、１５ａ，１５ｂ…受信側給電線路、３０
…送信アンテナ、３１，３２，３３，３４…送信側単位アンテナ、３５…送信側給電点、
３５ａ、３５ｂ…送信側給電線路
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